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 直結増圧給水設備を設置するにあたり、次の各事項について遵守することを誓約します。 

 

１ 直結増圧給水設備を設置した場合には、貯留機能がないため、給配水管の漏水等による事

故時及び水道施設の工事等に伴う断水時には、水の使用ができなくなることを承諾します。 

 

２ 出水不良若しくは断水又は給水装置の使用形態の変更等（専用住宅から店舗等への変更）

により、当方の給水に支障を来たすときは、自費で貯水槽等の設備を設置します。 

 

３ 直結増圧給水設備の機能を適正に保つため、１年以内ごとに１回以上の定期点検を行うと

ともに、必要な処置を行います。 

 

４ 直結増圧給水設備に起因して、逆流又は漏水、濁水が発生し貴市水道部、若しくはその他

の使用者等に損害を与えた場合は、責任を持って補償いたします。 

 

５ 設置者（所有者）又は管理責任者を変更したときは、変更後の所有者又は管理責任者にこ

の装置が条件付きであることを熟知させ、管理者に届けます。 

 

６ 上記各項の条件を使用者等に周知徹底させ、直結増圧給水設備に起因する紛争等について

は、当事者間で解決します。 

 


